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１ 地質 
・ 保全地域の湿地部は有機質粘土からなり、ほぼ同じ標高から下部に出店層が分布する。 

・ 出店層の第 1砂礫層(Ddg1)（透水係数 1.35×10-7m/s）、下部の第 2砂礫層(Ddg2)（透水係数

2.39×10-8 m/s）で、特に第 2砂礫層の透水性が低く、遮水層として機能している可能性がある。 

・ 湿地部の周辺は、ローム層及び盛土部等の造成地から構成されている。 

・ ローム層下部の古期ローム層(Tc)は、粘性が高く難透水性の地層である。 

図 1-2地質断面（Ａ-Ａ’） 

図 1-1地質断面位置 

図 1-3地質断面（Ｂ-Ｂ’） 

〔凡例〕 

参考資料 １ 

連光寺・若葉台里山保全地域周辺の地下水環境について 

図 1-1は「特例環境配慮書 －多摩都市計画道路 3・1・6号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）建設事業－ 令和元年 5月 東京都」より作成 

図 1-2及び図 1-3は「特例環境配慮書 －多摩都市計画道路 3・1・6号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）建設事業－ 令和元年 5月 東京都」より抜粋 
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２ 地下水位 
・ 保全地域の湿地に近いボーリング調査箇所(W2,W3)の地下水位は、A.P.135m 前後を推移して

おり、湿地レベル（約 A.P.133m）よりも高い標高にある。 

・ この地下水は浅い、古期ローム層上を流下していると考えられる。 

・ 地下水は、保全地域の西側の透水性の高い御殿峠礫層（Gtg）を含む尾根部を涵養域として、出

店層（Dd）、稲城砂層（Is）の南東側の低地を流出域としていると推察される。 

・ 出店層と稲城砂層の地下水の流動系には、時間的な差があり、それぞれに地下水が流下してい

ると考えられる。 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最小 最大 平均

W2 出店層 第1砂礫層 Ddg1
14.0～
16.0

50.1 141.8 124.9 136.5 133.9 〇
年間通して水頭
が確認される

W3 出店層 第1砂礫層 Ddg1
8.9～
10.9

54.2 144.6 133.7 137.1 135.7 〇
年間通して水頭
が確認される

水頭 備考

保全地域に近い調査地点の地層及び地下水位観測結果

観測結果
(標高A.P.(m))

地点
番号

地層名 記号
ｽﾄﾚｰﾅｰ
深度(m)

掘削深度
(m)

地表標高
A.P.(m)

図 2-1 現地ボーリング・地下水位調査地点 

表 2-1 保全地域に近い調査地点の地層及び地下水位観測結果 

図 2-3 

図 2-2 

表 2-1は「特例環境配慮書 －多摩都市計画道路 3・1・6号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）建設事業－ 令和元年 5月 東京都」より一部抜粋 

図 2-1は「特例環境配慮書 －多摩都市計画道路 3・1・6号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）建設事業－ 令和元年 5月 東京都」より作成 

図 2-2及び図 2-3は「特例環境配慮書 －多摩都市計画道路 3・1・6号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）建設事業－ 令和元年 5月 東京都」より抜粋 
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３ 湧水の状況 

・ 共同井戸から IF-2を通り、IF-1につながる暗渠管により水が湿地に流入している。 

・ IF-2の数値より IF-1の数値が大きいことから、共同井戸以外からの水の流入があることが分か

る。 

・ 2月を除き、湿地への水の流入量（IF-1）よりも湿地からの流出量（OF）の方が多いため、IF-1か

らの水の流入に加え、湿地内で湧出している湧水も湿地の水環境の維持に寄与していると考え

られる。 

・ 主な湧水地点が 5箇所確認され、その他多雨期には数箇所増加している。 

・ これらの湧水は、集水域に降った雨が浅い地層（盛土・埋土層（B）、沖積層（Ac）、新期ローム層

（Lm））に浸透し、その下位に分布する難透水性の古期ローム層（Tc）の上に集積流下した地下

水が湧出しているものと考えられる。 

 

図 3-1 流量・雨量調査地点 

 

表 3-1 流量の測定結果 

-1 

暗渠管 

表 3-1は「特例環境配慮書 －多摩都市計画道路 3・1・6号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）建設事業－ 令和元年 5月 東京都」より抜粋 

図 3-1は「特例環境配慮書 －多摩都市計画道路 3・1・6号南多摩尾根幹線（稲城市百村～多摩市聖ケ丘五丁目間）建設事業－ 令和元年 5月 東京都」より作成 

 



















































 

  

 

 

保全地域制度の概要 

 

１ 保全地域とは（条例第 17条） 

  

「東京における自然の保護と回復に関する条例」により、良好な自然地や歴

史的遺産と一体になった樹林などを東京都が指定する制度です。 

 保全地域は以下の５種類があります。 

① 自然環境保全地域 

 大部分が天然林からなる森林の区域、貴重な動植物の生育地等の区域で、

自然の保護が必要な区域 

② 森林環境保全地域 

 植林地を対象とし、自然の回復・保護が必要な区域 

③ 里山保全地域 

 丘陵地の農地や雑木林等を対象とし、自然の回復・保護が必要な区域 

④ 歴史環境保全地域   

 歴史的遺産と一体となった自然を対象とし、自然の保護が必要な区域 

⑤ 緑地保全地域   

 市街地近郊の樹林地や水辺地を対象とし、自然の保護が必要な区域 

現在、東京都では 50 箇所（約 758ha）の保全地域が指定されています。 

 

【保全地域（イメージ図）】  
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保全地域指定事務の流れ 
 

  

指定書、保全計画書
原案の作成

関係区市町村長への
意見照会

審議会答申

指定書（案）、保全計画書（案）の公告・縦覧

利害関係人意見提出・公聴会

指定書、保全計画書の告示
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２ 指定された場合の行為制限（条例第 2４条） 

  

保全地域の指定を受けると、公有地・民有地を問わず、以下に掲げるような

行為が制限されます。 

・ 建築物や工作物の新築・改築・増築 

・ 宅地の造成や土地の開墾など、土地の形質変更 

・ 鉱物掘採や土石採取 

・ 水面の埋め立てや干拓 

・ 木竹の伐採 

・ 車の乗り入れ  など 

 

なお、以下のケースのように、緊急性・公共性が高く、やむを得ない場合は、

この限りではありません。 

例）・斜面が崩壊してコンクリート塀による補強が必要な場合 

・隣接地に枝が越境して剪定が必要な場合 

・水道管の埋設や電柱を立てる場合   など 

 

※  保全地域は、レクリエーション等を目的とした都市公園等とは異なり、良

好な自然を保護し次世代に引き継いでいくためのものです。 

 このため、上記に掲げた行為のほか、火気の使用やマウンテンバイクの乗

り入れ等はできませんが、自然を良好な状態に保つための保全活動（間伐や

下草刈など）のほか、調査研究や自然観察会、散策などの利活用を行うこと

ができます。 

 

 

３ 土地の買入れ制度（条例第３４条） 

  

前述２の土地利用制限の代償として、所有者から土地の買入れの申出があっ

た場合は、都による買入れが義務づけられています。 

土地は、東京都が時価により買入れることになります。 
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４ 野生動植物保護地区（条例第 25条） 

 

（１）指定と規制内容（条例第 25条） 

保全地域内（自然環境保全地域及び森林環境保全地域では特別地区内）に固

有の動植物や特定の野生動植物で稀有なもの等、特定の動植物の保護のため保

全計画書に対象種を明記し野生動植物保護地区を指定し、野生動植物の捕獲又

は採取等を禁止することができる。 

  例外：非常災害、保全事業、通常の管理行為で軽微なものや学術研究 等 

 

（２）罰則規定（条例第 65条） 

  違反者には「６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金」が科せられる。 

 

保護地区 

指定地域 

保全地域

指定年度 

保護地区

指定年 

地域 

面積 

保護地区面積 採取を禁止する 

生物種 

八王子東中野

（緑） 

昭和 62 年

8 月 

昭和 62 年

8 月 

1.1ha カタクリ等の生育す

る部分の土地（民有

地：無償借地） 

ヤマルリソウ、ヤマトリカブト、

タマノカンアオイ、カタクリ、ワ

ニグチソウ 

図師小野路 

（歴環） 

昭和 53 年

7 月 

平成 16 年

7 月 

36.6ha 0.63ha 

（都有地のみ） 

ミズニラ、ミズハコベ、アブノメ、

ミズオオバコ 

横沢入 

（里山） 

平成 18 年

1 月 

平成 18 年

1 月 

48.6ha 48.6ha 

（都有地・民有地） 

トウキョウサンショウウオ、ホト

ケドジョウ、ゲンジボタル、カン

アオイ、キンラン、エビネ 

連光寺・若葉台 

（里山） 

平成 26 年

11月 

平成 26 年

11月 

3.3ha 0.27ha 

（都有地のみ） 

ニホンアカガエル、ヤマアカガエ

ル、シュレーゲルアオガエル、そ

の他の両生類全種（ただし、外来

種を除く） 

ホトケドジョウ、ヒメアカネ、ヘ

イケボタル、キバサナギガイ、ナ

タネキバサナギガイ、ミズコハク

ガイ 
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